
平成24年10月加除分

変更内容

Ⅲ-1-9、Ⅲ-1-10 1枚 Ⅲ-1-9、Ⅲ-1-10 1枚 土地利用基本条例第8条第4項を改正

Ⅲ-1-17、Ⅲ-1-18 1枚 Ⅲ-1-17、Ⅲ-1-18 1枚 土地利用基本条例　附則を追加

Ⅲ-1-153、Ⅲ-1-154 1枚 Ⅲ-1-153、Ⅲ-1-154 1枚 特別用途地区建築条例（告示日の追加）

Ⅲ-3-(2)-1、Ⅲ-3-(2)-2 1枚 Ⅲ-3-(2)-1、Ⅲ-3-(2)-2 1枚 「表紙」･･･変更日の変更

Ⅲ-3-(2)-5、Ⅲ-3-(2)-6 1枚 Ⅲ-3-(2)-5、Ⅲ-3-(2)-6 1枚 「目次」「変更の経過」の変更

Ⅲ-3-(2)-77-座光寺-5、
Ⅲ-3-(2)-77-座光寺-6

1枚
Ⅲ-3-(2)-77-座光寺-5、
Ⅲ-3-(2)-77-座光寺-6

1枚
「第4編　地域土地利用方針」「第3章　座光寺地
区」の一部を変更

Ⅲ-3-(2)-77-松尾-3 1枚
Ⅲ-3-(2)-77-松尾-3、
Ⅲ-3-(2)-77-松尾-4

1枚
「第4編　地域土地利用方針」「第5章　松尾地
区」の一部を変更

Ⅲ-3-(3)-1、Ⅲ-3-(3)-2
Ⅲ-3-(3)-3、Ⅲ-3-(3)-4
Ⅲ-3-(3)-5、Ⅲ-3-(3)-6

3枚
Ⅲ-3-(3)-1、Ⅲ-3-(3)-2
Ⅲ-3-(3)-3、Ⅲ-3-(3)-4
Ⅲ-3-(3)-5、Ⅲ-3-(3)-6

3枚
「表紙」･･･変更日の変更
「目次」「変更の経過」の変更

Ⅲ-3-(3)-21-座光寺-1、
Ⅲ-3-(3)-21-座光寺-2

1枚
Ⅲ-3-(3)-21-座光寺-1、
Ⅲ-3-(3)-21-座光寺-2

1枚
「第4編　地域景観計画」「第2章　座光寺地区」
の一部を変更

- - Ⅲ-3-(3)-21-松尾-1
(Ⅲ-3-(3)-21-竜丘-2の次に追加)

1枚
「第4編　地域景観計画」に「第4章　松尾地区」
を追加

- - Ⅲ-3-(3)-43-松尾-1･2
(Ⅲ-3-(3)-43-竜丘-1･2の次に追加)

1枚 「松尾地域景観計画図」を追加

Ⅲ-3-(4)-1、Ⅲ-3-(4)-2
Ⅲ-3-(4)-3、Ⅲ-3-(4)-4

2枚
Ⅲ-3-(4)-1
Ⅲ-3-(4)-2-目次-1、Ⅲ-3-(4)-2-目次-2
Ⅲ-3-(4)-3、Ⅲ-3-(4)-4

3枚
「表紙」・・・変更日の追加
「目次」の変更
「変更の経過」の変更

Ⅲ-3-(4)-27、Ⅲ-3-(4)-28 1枚
Ⅲ-3-(4)-27
Ⅲ-3-(4)-28-松尾-1、Ⅲ-3-(4)-28-松尾-2

2枚
第4編の編名を「第４編　地域緑の計画」に改称
「第4編」に「第1章　松尾地区」を追加

1　土地利用関係条例・規則対照表

(２)飯田市土地利用基本方針

(３)飯田市景観計画

○加除ページの枚数は、両面印刷での枚数です。
○平成22年４月１日から、「都市・地域計画課」は、「地域計画課」に名称が変わりました。
   土地利用関係ハンドブックの中で、「都市・地域計画課」とある箇所は、「地域計画課」に読み替えてお使いいただくようお願いいたします。

3　土地利用関係計画

土地利用関係ハンドブックの加除ページ一覧

Ⅲ　土地利用関係条例及び計画等

見出し 除くページ 加えるページ

(４)飯田市緑の基本計画


